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電子申請のやり方（HP）

① HPを下にスクロールし、目的の申請（届出）を探す

③ 目的の申請（届出）のURLをクリック
（※このとき、ご自身の住所がある地域（法人の所在地
のある地域）の申請用URLをクリック）

（（例）日出町在住であれば、東部振興局管内のURLをクリック）

② 申請時に必要な書類があれば、書類を準備
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電子申請のやり方（申請フォーム）

① 目的の申請（届出）かどうかを確認

② ご自身の住所がある地域（法人の所在
地がある地域）であっているかどうか
を確認

③ 初めて利用する方は「メールを認証して
申請に進む」をクリック

⓪ リンク先のURLのドメインを確認（ttzk.graffer.jpがあるか確認）
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電子申請のやり方（申請フォーム）

④ 登録したいメールアドレスを入力し、
「確認メールを送信」をクリック

⑤ 「noreply@mail.graffer.jp」からメールが届くのでURLを
クリックし次に進む。
（※必ずメールアドレスの差出人を確認してください！）

※差出人を確認

URLをクリック

生産事業者登録
申請
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電子申請のやり方（申請フォーム）

⑥ 利用規約を確認し、
「申請に進む」をクリック

⑦ 入力フォーム（申請者の情
報等）を入力していく

⑧ 入力フォーム（必要書類）
を添付する
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電子申請のやり方（申請フォーム）

⑨ 入力フォーム（支払い方法）
を選択する

「Ａ クレジットカードで電子決済する」をご選択の場合

申請完了後、支払い依頼のメールが届きます。
9ページから10ページを参考に手続きを進めて下さい。

「Ｂ 振興局で直接支払う」をご選択の場合

申請完了後、申請先の振興局にご訪問ください。
ご不明な点がありましたら15ページの申請先の振興局の
連絡先にご連絡ください。
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電子申請のやり方（申請フォーム）

⑩ 申請内容を確認し、問題が無ければ、「この内容で申請する」
をクリック

⑪ 申請完了
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電子申請のやり方（支払い）

申請完了後、以下のようなメールが届きます

※差出人を確認
「noreply@mail.graffer.jp」

① 支払い依頼のメールのURLをクリック

② 「支払いに進む」をクリック
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電子申請のやり方（支払い）

③ 支払い方法を登録する

対応クレジットカード（VISA／Master／JCB／AMEX／DINERS）

⑤ 支払い完了④ 「以上の内容で支払い
を実行する」をクリック



11

電子申請Q＆A（間違って申請してしまった場合）

誤って申請をしてしまった場合、申請を取り下げることが可能です。

①申請一覧ページに進む

※差出人を確認
「noreply@mail.graffer.jp」

申請完了時に届いたメールに記載の確認用URL、
または、
申請された手続きの申請ページの右上にある
メニューより「申請一覧」を選択します。
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電子申請Q＆A（間違って申請してしまった場合）

誤って申請をしてしまった場合、申請を取り下げることが可能です。

②申請を取り下げたい手続きを選択する

一覧の中から申請を取り下げたい手続きの、「詳細を確認する」
をクリックしてください。
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電子申請Q＆A（間違って申請してしまった場合）

誤って申請をしてしまった場合、申請を取り下げることが可能です。

③申請を取り下げる

申請先にてまだ申請の処理が始まっていない場合、
「申請を取り下げる」のボタンが表示されます。
「申請を取り下げる」ボタンをクリックし、
「取り下げる」をクリックします。

※既に申請の処理が始まっていて、
取り下げができないときは、
15ページにある県振興局の連絡先に
ご連絡ください。



14

電子申請Q＆A（申請した内容を修正したい場合）

申請した内容は画面上では修正できません。

申請した内容の修正はできないため、申請を取り下げて（11ページ～13ページ参照）再度申請するか、
各振興局に連絡（15ページ参照）してください。
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電子申請方法についての連絡先

⬤申請の内容について質問があるとき ⬤申請のシステムについて質問があるとき

お近くの県振興局の農山漁村振興部林業・木材・
椎茸班、林業種苗担当まで。

〇東部振興局 TEL 0978-72-0156
（担当市町村：別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町）
〇中部振興局 TEL 097-506-5749
（担当市町村：大分市、臼杵市、津久見市、由布市）

〇南部振興局 TEL 0972-22-0393
（担当市町村：佐伯市）

〇豊肥振興局 TEL 0974-63-1174
（担当市町村：竹田市、豊後大野市）

〇西部振興局 TEL 0973-22-2585
（担当市町村：日田市、九重町、玖珠町）

〇北部振興局 TEL 0978-32-2622
（担当市町村：中津市、豊後高田市、宇佐市）

県民向けヘルプデスク
TEL 097-506-2457
メール shinsei-help@pref.oita.jp

どちらに連絡すればよいか分からない場合は、
お近くの県振興局までご連絡ください。

対応時間：
閉庁日（土曜日、日曜日、祝日、休日および年末
年始休業日）を除く、
午前８時３０分から午後５時１５分まで


